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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１次粒子、及び凝集体からなる群から選択される少なくとも１種の微粒子と、分散媒と
を少なくとも含む混合物中の、前記微粒子を分散させる湿式分散器であって、
　前記混合物の流路となる流入口及び流出口を有し、前記流入口から前記流出口まで延び
る流路と、
　前記流路の途中に設けられ、少なくとも１つの通過孔が区画形成された混合物通過板と
、を備え、
　前記流路は、前記混合物通過板が設けられた位置よりも前記流路の下流側に、振動によ
り、その少なくとも一部が、前記通過孔の開口周縁、及び、前記混合物通過板の前記通過
孔を区画形成している内側面の少なくとも一部と接触するように設けられた振動体を有す
る分散部を含み、
　前記振動体は、前記通過孔の数と同数であり、各前記通過孔のそれぞれの開口を塞ぐよ
うに配置され、
　前記振動子は、前記通過孔の開口を塞ぐように当該開口に近づいたり、当該開口から遠
ざかったりする、湿式分散器。
【請求項２】
　前記混合物通過板は、前記通過孔の開口面積が小である第一の面と、前記通過孔の開口
面積が前記第一の面における前記通過孔の開口面積よりも大である第二の面と、を有し、
　前記混合物通過板の前記第二の面側が、前記振動体が設けられた側に位置するように配
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設された、請求項１に記載の湿式分散器。
【請求項３】
　前記第一の面から前記第二の面に向かう方向の少なくとも一部において、前記通過孔の
開口面積が漸増する、請求項２に記載の湿式分散器。
【請求項４】
　前記振動体が、振動により、前記内側面の少なくとも一部と接触する、請求項２又は３
に記載の湿式分散器。
【請求項５】
　前記振動体の一部が曲面であり、前記曲面が振動により、前記内側面の少なくとも一部
と接触する、請求項４に記載の湿式分散器。
【請求項６】
　前記１次粒子は、粒子状物質、又は繊維状物質を含む、請求項１～５のいずれか一項に
記載の湿式分散器。
【請求項７】
　前記微粒子を、分散処理後の混合物中にメジアン径１～５００ｎｍのナノ微粒子として
、分散させる、請求項１～６のいずれか一項に記載の湿式分散器。
【請求項８】
　前記微粒子を分散処理後の混合物中にメジアン径５００ｎｍ～１０μｍの分散処理後微
粒子として、或いは、前記微粒子を分散処理後の混合物中に繊維径が１～１００ｎｍであ
り、長さが前記繊維径の１００倍以上であるナノファイバーとして、分散させる、請求項
１～６のいずれか一項に記載の湿式分散器。
【請求項９】
　前記振動体の振幅が１μｍ～１０ｍｍである、請求項１～８のいずれか一項に記載の湿
式分散器。
【請求項１０】
　前記振動体の振動数が０．１～１００００Ｈｚである、請求項１～９のいずれか一項に
記載の湿式分散器。
【請求項１１】
　前記流路の一部、且つ、前記分散部が配設されている部分よりも下流側に超音波発生手
段を有し、前記超音波発生手段の周波数が２０ｋＨｚ～１０ＭＨｚである、請求項１～１
０のいずれか一項に記載の湿式分散器。
【請求項１２】
　前記振動体が球状振動子であり、当該球状振動子を載置するボールホルダーを備え、更
に、前記ボールホルダーを付勢して保持するものを備える、請求項１～１１のいずれ一項
に記載の湿式分散器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、混合物中に含まれる、１次粒子、及び凝集体からなる群から選択される少な
くとも１種の微粒子と、分散媒とを少なくとも含む混合物中の微粒子を分散させる湿式分
散器に関する。更に詳しくは、コンタミネーション（異物混入）がほとんどなく、短時間
で微粒子を均一に分散させることができ、省エネルギー・省スペースで運転できる湿式分
散器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　メジアン径が１～５００ｎｍである微粒子は、比表面積が極めて大きいこと、また、バ
ルクとは異なる特有の物性を示すことなどから触媒、触媒担体、導電性インク、センサー
、発光材料、薬剤等に使用される機能性材料、又は、機能性材料の中間体、前駆体として
広く用いられている。
【０００３】
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　微粒子特有の機能（大比表面積、バルクと異なる物性等）を有効に発現させるためには
、微粒子の粒子径の制御、微粒子の凝集状態の制御、粒子径分布の制御等が重要となる。
粒子径分布の制御とは、分散系において、微粒子の粒子径が揃った状態に制御することで
ある。
【０００４】
　従来、微粒子を分散媒中に分散させる方法として、高回転型ホモジナイザー、高圧ホモ
ジナイザー、ボールミル、ビーズミル、ジェットミル等の分散器が用いられてきた。
【０００５】
　しかしながら、高回転型ホモジナイザーを用いて、微粒子を分散媒中に分散させる方法
では、微粒子が分散媒中で凝集しやすく、微粒子の粒子径の制御、凝集状態の制御、及び
粒子径分布の制御を行うことができないことがあった。
【０００６】
　また、高圧ホモジナイザーを用いて、微粒子を分散媒中に分散させると、高圧により微
粒子が加熱され、微粒子の物性が変わる等のリスクがあった。例えば、高圧ホモジナイザ
ーを用いて、３．５～２７５ＭＰａの処理圧力で乳化処理してなる、平均粒子径が１０ｎ
ｍ～１０００ｎｍである薬物超砥粒粒子の製造方法が開示されている（特許文献１）。し
かしながら、特許文献１の製造方法で用いられる高圧ホモジナイザーは、エネルギー消費
が高く、冷却作業を必要とするものである。このため、多量のエネルギーを消費する点、
冷却作業をする際の冷却設備等を必要とする点で問題が生じていた。
【０００７】
　また、ボールミル、ビーズミルを用いて、微粒子を分散媒中に分散させる方法では、ビ
ーズ同士等が接触してビーズの磨耗が生じ、摩耗により生じたビーズ片が原料に混入する
という、コンタミネーションの問題が生じていることがあった。また、装置の運転時間が
長く、微粒子を効率よく生産することができないという問題も生じていることがあった。
そして、ジェットミルを用いて、微粒子を分散媒に分散させる方法では、ジェットミルが
高圧の気体を使用するため、エネルギー消費が高いことが問題となっていた。
【０００８】
　また、上記のような問題を解決するために、短時間で高度かつ均一な分散を行うことが
でき、母体となる微粒子をコーティングしたコーティング粒子の製造等、微粒子の分散工
程を有する各種の製品を高効率で製造する湿式分散器が開示されている（特許文献２）。
この湿式分散器は、スラリー流路に設けられたオリフィスを超高速通過させることにより
微粒子を分裂分散させ、更に、分裂分散した微粒子を、超音波を用いて侵食分散させるも
のである。したがって、ビーズミル等のように、粉砕メディアであるビーズ同士が、接触
し磨耗することによるコンタミネーションの問題がほとんど生じず、また消費エネルギー
も少ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】国際公開第２００５／０１３９３８号
【特許文献２】特開平０５－１６８８８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献２の湿式分散器は、特許文献２の実施例にみられるように、１
μｍ～１０μｍの微粒子に分散することはできるが、分散媒中に混合された、メジアン径
が１～５００ｎｍのナノ微粒子を均一に分散することが困難であることがあった。
【００１１】
　本発明は、このような問題を鑑みてなされたものである。本発明によれば、混合物中の
微粒子を分散させる湿式分散器が提供される。本発明の湿式分散器は、ほとんどコンタミ
ネーションの無い分散処理が可能であり、短時間で微粒子を分散させることが可能であり
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、且つ、微粒子の粒子径、及び粒子径分布を一定に制御できる。また、本発明の湿式分散
器は、短時間で微粒子を分散媒中に分散させることができる。また、本発明の湿式分散器
は、冷却作業をするための冷却設備を必要としないため、狭いスペースにも設置すること
ができる。更に、微粒子と分散媒とを少なくとも含む混合物に生じる複雑流れ場、即ち混
在された収縮流、せん断流、伸長流、振動流等が同時に利用でき、分散媒中の微粒子を均
一に分散できる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明によれば、以下に示す、湿式分散器が提供される。
【００１３】
［１］　１次粒子、及び凝集体からなる群から選択される少なくとも１種の微粒子と、分
散媒とを少なくとも含む混合物中の、前記微粒子を分散させる湿式分散器であって、前記
混合物の流路となる流入口及び流出口を有し、前記流入口から前記流出口まで延びる流路
と、前記流路の途中に設けられ、少なくとも１つの通過孔が区画形成された混合物通過板
と、を備え、前記流路は、前記混合物通過板が設けられた位置よりも前記流路の下流側に
、振動により、その少なくとも一部が、前記通過孔の開口周縁、及び、前記混合物通過板
の前記通過孔を区画形成している内側面の少なくとも一部と接触するように設けられた振
動体を有する分散部を含み、前記振動体は、前記通過孔の数と同数であり、各前記通過孔
のそれぞれの開口を塞ぐように配置され、前記振動子は、前記通過孔の開口を塞ぐように
当該開口に近づいたり、当該開口から遠ざかったりする、湿式分散器。
【００１４】
［２］　前記混合物通過板は、前記通過孔の開口面積が小である第一の面と、前記通過孔
の開口面積が前記第一の面における前記通過孔の開口面積よりも大である第二の面と、を
有し、前記混合物通過板の前記第二の面側が、前記振動体が設けられた側に位置するよう
に配設された、前記［１］に記載の湿式分散器。
【００１５】
［３］　前記第一の面から前記第二の面に向かう方向の少なくとも一部において、前記通
過孔の開口面積が漸増する、前記［２］に記載の湿式分散器。
【００１６】
［４］　前記振動体が、振動により、前記内側面の少なくとも一部と接触する、前記［２
］又は［３］に記載の湿式分散器。
【００１７】
［５］　前記振動体の一部が曲面であり、前記曲面が振動により、前記内側面の少なくと
も一部と接触する、前記［４］に記載の湿式分散器。
【００１８】
［６］　前記１次粒子は、粒子状物質、又は繊維状物質を含む、前記［１］～［５］のい
ずれかに記載の湿式分散器。
【００１９】
［７］　前記微粒子を、分散処理後の混合物中にメジアン径１～５００ｎｍのナノ微粒子
として、分散させる、前記［１］～［６］のいずれかに記載の湿式分散器。
【００２０】
［８］　前記微粒子を分散処理後の混合物中にメジアン径５００ｎｍ～１０μｍの分散処
理後微粒子として、或いは、前記微粒子を分散処理後の混合物中に繊維径が１～１００ｎ
ｍであり、長さが前記繊維径の１００倍以上であるナノファイバーとして、分散させる、
前記［１］～［６］のいずれかに記載の湿式分散器。
【００２１】
［９］　前記振動体の振幅が１μｍ～１０ｍｍである、前記［１］～［８］のいずれかに
記載の湿式分散器。
【００２２】
［１０］　前記振動体の振動数が０．１～１００００Ｈｚである、前記［１］～［９］の
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いずれかに記載の湿式分散器。
【００２３】
［１１］　前記流路の一部、且つ、前記分散部が配設されている部分よりも下流側に超音
波発生手段を有し、前記超音波発生手段の周波数が２０ｋＨｚ～１０ＭＨｚである、前記
［１］～［１０］のいずれかに記載の湿式分散器。
［１２］　前記振動体が球状振動子であり、当該球状振動子を載置するボールホルダーを
備え、更に、前記ボールホルダーを付勢して保持するものを備える、前記［１］～［１１
］のいずれかに記載の湿式分散器。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の湿式分散器によれば、省エネルギー、且つ短時間でほとんどコンタミネーショ
ンの無い、微粒子の分散処理が可能である。そして、微粒子と分散媒とを少なくとも含む
混合物に生じる複雑流れ場、即ち混在された収縮流、せん断流、伸長流、振動流等が同時
に利用できるため、微粒子の粒子径、及び粒子径分布を一定に制御できる。更に、従来の
高圧ホモジナイザーによる分散処理のように、分散処理に伴い、微粒子が高温になること
がないため、微粒子の物性が変化するおそれがほとんどなく、微粒子を冷却する手段等の
設備も不要であるため、限られたスペースにも設置が可能である。そして、本発明の湿式
分散器は、短時間、且つ、省エネルギーで運転できるため、生産性及び作業性に優れる。
【００２５】
　更に、本発明においては、例えば、微粒子の凝集状態によって、微粒子と分散媒とを少
なくとも含む混合物を、一の湿式分散器に対して、複数回通過させることも可能である。
また、本発明においては、複数個の湿式分散器を、直列につなげて使用することも可能で
ある。即ち、本発明において、混合物は、第一の湿式分散器、第二の湿式分散器、第三の
湿式分散器の順に直列につながった各々の湿式分散器を通過することでもよい。また、本
発明の湿式分散器は、複数個を並列に並べることにより、多量の混合物を処理する等、種
々の設計が可能である。
【００２６】
　また、本発明の湿式分散器は、乳化分散にも用いることができる。即ち、共に液体であ
る分散媒と分散質とを少なくとも含み、ホモミキサー等で予め乳化処理された分散処理前
混合物を均一なエマルジョン（分散処理後混合物）とすることができる。分散処理後混合
物としては、例えば、分散質の液滴の平均粒子径が５０μｍ以下である分散質が分散媒中
に分散されたものである。ここで、「分散質の液滴」とは、その全表面が分散質と分散媒
との界面である分散媒の液相を指す。
【００２７】
　また、本発明の湿式分散器は、微生物、細胞等のバイオセルの分散や、破壊にも用いる
ことができる。
【００２８】
　更に、本発明の湿式分散器は、焼結や融結等により弱く固結された微粒子（固結微粒子
）の凝集体を解砕することができる。固結微粒子とは、粒子間に電解質、凝集剤の分子を
含まず、同じ組成の化学結合によるネッキングが成長し凝集粒子（凝集体）のように見え
る同一体である粒子のことである。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１Ａ】本発明の湿式分散器の第一実施形態を模式的に示す、湿式分散器の垂直断面図
であり、流路の一部を透視した図である。
【図１Ｂ】本発明の湿式分散器の第一実施形態を模式的に示す、湿式分散器の垂直断面図
であり、流路の一部を透視した図である。
【図１Ｃ】図１Ａを、矢印Ｘの方向からみた平面図であり、流路の一部を透視した図であ
る。
【図１Ｄ】本発明の湿式分散器により、分散処理前混合物中の分散処理前微粒子が分散さ
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れる様子を模式的に示す説明図である。
【図２Ａ】本発明の湿式分散器における、振動体の構成を模式的に示す説明図であり、湿
式分散器の流路の一部を透視した図である。
【図２Ｂ】本発明の湿式分散器における、振動体の構成を模式的に示す説明図であり、湿
式分散器の流路の一部を透視した図である。
【図３】本発明の湿式分散器を模式的に示す図であって、予備分散手段を更に含む湿式分
散器の垂直断面図であり、流路の一部を透視した図である。
【図４Ａ】本発明の湿式分散器の第二実施形態を模式的に示す湿式分散器の垂直断面図で
あり、流路の一部を透視した図である。
【図４Ｂ】図４Ａを、矢印Ｘの方向からみた平面図であり、流路の一部を透視した図であ
る。
【図５】本発明の湿式分散器を用いた分散処理を模式的に示す、説明図である。
【図６】本発明の湿式分散器により分散処理した後の微粒子の粒子径分布、及び本発明の
湿式分散器により分散処理をしていない微粒子の粒子径分布を示すグラフである。
【図７】本発明の湿式分散器を模式的に示す図であって、予備分散手段を更に含む湿式分
散器の垂直断面図であり、流路の一部を透視した図である。
【図８Ａ】本発明の湿式分散器の第三実施形態を模式的に示す湿式分散器の垂直断面図で
あり、流路の一部を透視した図である。
【図８Ｂ】図８Ａを上方からみた平面図であり、流路の一部を透視した図である。
【図８Ｃ】図８Ａ中に示す領域Ｐ１を拡大して分解した状態を模式的に示す説明図である
。
【図９Ａ】図８Ａ中に示す領域Ｐ２を拡大して模式的に示す、湿式分散器の流路の一部を
透視した図である。
【図９Ｂ】図８Ａ中に示す領域Ｐ２を拡大して模式的に示す、湿式分散器の流路の一部を
透視した図である。
【図９Ｃ】図８Ａ中に示す領域Ｐ２を拡大して模式的に示す、湿式分散器の流路の一部を
透視した図である。
【図９Ｄ】図８Ａ中に示す領域Ｐ２を拡大して模式的に示す、湿式分散器の流路の一部を
透視した図である。
【図９Ｅ】図８Ａ中に示す領域Ｐ２を拡大して模式的に示す、湿式分散器の流路の一部を
透視した図である。
【図９Ｆ】図８Ａ中に示す領域Ｐ２を拡大して模式的に示す、湿式分散器の流路の一部を
透視した図である。
【図９Ｇ】図８Ａ中に示す領域Ｐ２を拡大して模式的に示す、湿式分散器の流路の一部を
透視した図である。
【図９Ｈ】図８Ａ中に示す領域Ｐ２を拡大して模式的に示す、湿式分散器の流路の一部を
透視した図である。
【図１０】本発明の湿式分散器により乳化処理したエマルション粒子の粒子径分布を示す
グラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施の形態について説明するが、本発明は以下の実施の形態に限定され
るものではない。したがって、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、当業者の通常の知識に
基づいて、以下の実施の形態に対し適宜変更、改良等が加えられたものも本発明の範囲に
入ることが理解されるべきである。
【００３１】
（１）湿式分散器：
　本発明の湿式分散器の第一実施形態は、図１Ａ～図１Ｄに示すような湿式分散器１であ
る。図１Ａは、本発明の湿式分散器の第一実施形態を模式的に示す、湿式分散器の垂直断
面図であり、流路の一部を透視した図である。図１Ｂは、本発明の湿式分散器の第一実施
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形態を模式的に示す、湿式分散器の垂直断面図であり、流路の一部を透視した図である。
図１Ｃは、図１Ａを、矢印Ｘの方向からみた平面図であり、流路の一部を透視した図であ
る。図１Ｄは、本発明の湿式分散器により、分散処理前混合物中の分散処理前微粒子が分
散される様子を模式的に示す説明図である。
【００３２】
　図１Ａ～図１Ｄに示すように、第一実施形態の湿式分散器１は、混合物の流路７となる
、流入口３及び流出口５を有し、流入口３から流出口５まで延びる流路７と、流路７の途
中に設けられ、少なくとも１つの通過孔９が区画形成された混合物通過板１１と、を備え
ている。また、流路７は、混合物通過板１１が設けられた位置よりも流路７の下流側に、
分散部１３を含んでいる。そして、分散部１３は、振動により、その少なくとも一部が、
通過孔９の開口周縁１５、及び、混合物通過板１１の通過孔９を区画形成している内側面
１７の少なくとも一部と接触するように設けられた振動体１９を有するものである。なお
、図１Ａ～図１Ｄでは、混合物の流れる方向を矢印Ｆとして示している。
【００３３】
　ここで、「振動により、その少なくとも一部が、通過孔の開口周縁、及び、混合物通過
板の通過孔を区画形成している内側面の少なくとも一部と接触する」とは、以下のことを
意味する。図１Ａ、及び図１Ｂに示すように、振動することにより、通過孔９の開口周縁
１５の少なくとも一部、内側面１７の少なくとも一部、又は、通過孔９の開口周縁１５の
少なくとも一部、及び内側面１７の少なくとも一部に接触する（図１Ｂ）ことと、非接触
する（図１Ａ）ことを繰り返すことである。また、湿式分散器１の運転開始前（振動体を
振動させる前）においては、振動体１９の少なくとも一部が、通過孔９の開口周縁１５、
及び混合物通過板１１の通過孔９を区画形成している内側面１７の少なくとも一部と接触
するように構成されていてもよい。
【００３４】
　本実施形態の湿式分散器によれば、短時間で、且つ、ほとんどコンタミネーションを生
じさせることなく、分散処理する前の微粒子を分散処理し、分散処理した後の微粒子を、
ナノ微粒子又はナノファイバーとして分散媒中に分散させることが可能である。以下、分
散処理する前の微粒子を「分散処理前微粒子」ということがあり、分散処理前微粒子を分
散処理した後の微粒子を「分散処理後微粒子」ということがある。また、分散処理後微粒
子がメジアン径１～５００ｎｍの粒子状物質である場合は、「ナノ微粒子」ということが
あり、分散処理後微粒子が、繊維径が１～１００ｎｍであり、長さが繊維径の１００倍以
上の繊維状物質である場合は、「ナノファイバー」ということがある。また、分散処理を
する前の、「１次粒子、及び凝集体からなる群から選択される少なくとも一種の分散処理
前微粒子と、分散媒とを少なくとも含む混合物」を、「分散処理前混合物」ということが
ある。また、混合物を分散処理した後の混合物を、「分散処理後混合物」ということがあ
る。また、分散処理後微粒子、及び分散処理後混合物とは、分散処理前微粒子、及び分散
処理前混合物が、湿式分散器を通過し、流出口から排出された後の混合物のことである。
なお、分散処理前の微粒子、分散処理中の微粒子、及び、分散処理後の微粒子を総じて、
単に「微粒子」ということがある。また、同様に、分散処理前の混合物、分散処理中の混
合物、及び、分散処理後の混合物を総じて、単に「混合物」ということがある。
【００３５】
　図１Ａ～図１Ｄに示すように、湿式分散器１は、流路７と混合物通過板１１とを備え、
流路７は振動体１９を有する分散部１３を含んでいる。混合物通過板１１を通過した後の
混合物は、振動体１９を有する分散部１３に流入する。その後、振動体１９により混合物
に対して、複雑流れ場が与えられる。そして、この複雑流れ場の作用により、混合物中の
微粒子が、一定の粒子径、及び粒子径分布である微粒子として、分散媒中に分散される。
なお、図１Ａ～図１Ｄにおいて、符号３１はラバープレート（振動体）を示し、符号３３
はピストン（振動体）を示し、符号３５はバイブレーター（振動体）を示し、符号３７は
球状振動子（振動体）を示す。
【００３６】
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　本実施形態の湿式分散器１における振動体１９は、その少なくとも一部が、通過孔９の
開口周縁１５、及び、混合物通過板１１の通過孔９を区画形成している内側面１７の少な
くとも一部と接触するように設けられている。以下、「振動体の少なくとも一部が、通過
孔の開口周縁、及び、混合物通過板の通過孔を区画形成している内側面の少なくとも一部
と接触するように設けられている」ことを、「振動体が通過孔と接触するように設けられ
ている」ということがある。また、「振動体の少なくとも一部が、通過孔の開口周縁、及
び、混合物通過板の通過孔を区画形成している内側面の少なくとも一部と接触している」
ことを、「振動体が、通過孔と接触している」ということがある。振動体１９は、通過孔
９と接触することと非接触することを繰り返すように振動するため、振動体１９が通過孔
９に接触している場合には、振動体１９と通過孔９との間隔が極小となり、分散部１３（
流路７）を流れる混合物の量が少なくなる。一方で、振動体１９が通過孔９に非接触して
いる場合には、分散部１３（流路７）を流れる混合物の量は、振動体１９が通過孔９に接
触している場合に比して多くなる。
【００３７】
　ここで、図１Ｄを参照し、振動体１９により与えられる複雑流れ場について詳細に説明
する。まず、図１Ｄの（ａ）に示すように、振動体１９と通過孔９との間に分散処理前混
合物が流れ込む。続いて、図１Ｄの（ｂ）に示すように、振動体１９が通過孔９と接触す
る方向に振動し、混合物に複雑流れ場が与えられ、混合物中の微粒子の粒子径が小さくな
る。そして、図１Ｄの（ｃ）に示すように、振動体１９と通過孔９との間に形成される間
隙が極小となる（即ち、振動体１９が通過孔９と接触している）時に、複雑流れ場が与え
られ、粒子径が小さくなった微粒子は、その粒子径が更に小さくなりつつ、振動体よりも
下流に排出される。このように構成することにより、混合物に対して、振動体１９により
、複雑流れ場が与えられる。即ち、振動体１９と通過孔９との接触は、専ら、このような
複雑流れ場を混合物に与えるために行われるものであり、例えば、微粒子が振動体１９と
通過孔９との間に挟まれる等して磨り潰されること等を狙ったものではない。なお、ごく
一部の微粒子が、振動体１９と通過孔９との間に挟まれる等して、偶然、磨り潰されるこ
とがあってもよい。
【００３８】
　上述したような構成である本実施形態の湿式分散器は、従来のボールミル、ビーズミル
に用いられるような粉砕メディアを用いて、分散処理前微粒子を分散させるものではない
。このため、本実施形態の湿式分散器における振動体を動かす力は、従来のボールミル、
ビーズミルの粉砕メディアを動かす力に比べて極々小さい。したがって、振動体の磨耗に
より生じる粉砕メディア片が、分散処理後混合物に混入（コンタミネーション）すること
が、従来のボールミル、ビーズミルに比べて少ない。そして、本実施形態の湿式分散器に
おいては、従来のジェットミル、高圧ホモジナイザー等の湿式分散器のように高圧の気体
等を用いる必要がないので、大きなエネルギーを要することがなく、省エネルギーで運転
することができる。更に、本実施形態の湿式分散器においては、従来の高圧ホモジナイザ
ーによる混合物の分散処理のように、分散処理に伴い、分散処理後微粒子が高温になるこ
とがないため、微粒子の物性が変化するおそれがほとんどなく、且つ、微粒子を冷却する
設備等も不要であるため、限られたスペースにも設置することができる。
【００３９】
　本実施形態の湿式分散器においては、混合物通過板に区画形成された一の通過孔の上流
側の開口面積について特に制限はない。ただし、混合物通過板を加工する観点から、通過
孔の上流側の開口面積は０．７９ｍｍ２以上であることが好ましい。
【００４０】
　分散処理前混合物の流入口は、分散処理前の混合物を湿式分散器に導入しやすい形状、
構造であれば特に限定されるものではなく、公知のものを利用できる。また、分散処理後
混合物の流出口は、分散処理後混合物を湿式分散器の外部に排出しやすい形状、構造であ
れば特に限定されるものではなく、公知のものを利用できる。
【００４１】
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　本実施形態の湿式分散器においては、混合物が通過する全流路中の流路径のうち、「混
合物通過板に区画形成された通過孔の開口周縁、及び、通過孔を区画形成している内側面
と振動体との間に生じる間隙」における流路径が、最も狭くなるように構成されている。
「混合物通過板に区画形成された通過孔の開口周縁、及び、通過孔を区画形成している内
側面と振動体との間に生じる間隙」のことを、以下、「間隙」ということがある。そして
、混合物が間隙を通過する際に、混合物の速度は、全流路中で最も速くなる（混合物の流
速は最高速度となる）。混合物が間隙を通過する際の速度は、例えば、５０～５０００ｃ
ｍ／ｓとすることができる。混合物が間隙を通過する際の速度が速い方が、微粒子の分散
度合を高めることができる。混合物が間隙を通過する際の速度が５０ｃｍ／ｓよりも遅い
と、微粒子の分散度合が低くなることがある。混合物が間隙を通過する際の速度が５００
０ｃｍ／ｓよりも速いと、混合物を送液するために必要な圧力が高くなることがある。高
圧での送液が可能な送液ポンプを入手することは難しい場合がある。混合物が間隙を通過
する際の速度は、例えば、以下のようにして求めることができる。
【００４２】
　まず、湿式分散器の流入口における送液圧力Ｆ１を、ブルドン管式の圧力ゲージを用い
て測定する。その後、測定された送液圧力Ｆ１を用いて、ベルヌーイの式より、混合物が
間隙を通過した後の速度を求める。そして、この速度を、混合物が間隙を「通過する際」
の速度とする。混合物が間隙を通過する際の速度を求める際には、混合物として、例えば
、（株）トクヤマ製　ＲＥＯＬＯＳＩＬ　ＱＳ－１０２を５質量％含む純水を用いること
ができる。
【００４３】
　分散処理前混合物を流入口から流路に送り込む送液圧力については、特に制限はない。
【００４４】
　湿式分散器の材質については、分散処理前混合物（分散処理後混合物）に対して十分な
耐食性を有するものであれば、特に限定されるものではないが、例えば、セラミックス、
鉄、ステンレス、アクリル樹脂等が好ましい。
【００４５】
　本実施形態の湿式分散器においては、混合物通過板は、通過孔の開口面積が小である第
一の面と、通過孔の開口面積が第一の面における通過孔の開口面積よりも大である第二の
面と、を有していることが好ましい。そして、混合物通過板の第二の面側が、振動体が設
けられた側（流路の下流側）に位置するように配設されていることが好ましい。
【００４６】
　本実施形態の湿式分散器においては、混合物通過板の第一の面から第二の面に向かう方
向の少なくとも一部において、通過孔の開口面積が漸増することが好ましい。このように
構成することにより、後述する振動体を安定して振動させることができる。以下、混合物
通過板の第一の面から第二の面に向かう方向の少なくとも一部において、通過孔の開口面
積が漸増するように区画形成された通過孔の形状を、「オリフィス状」ということがある
。
【００４７】
　通過孔の開口部の分散処理前混合物の流れる方向に垂直な断面の形状を円形とすること
ができる。通過孔の開口部の分散処理前混合物の流れる方向に垂直な断面の形状が円形で
ある場合には、通過孔の開口部の直径を０．５～１０ｍｍとすることができる。通過孔の
開口部の直径が小さすぎると、分散処理前混合物が通過孔を通過しにくくなり、分散処理
可能な分散処理前混合物の量が少なくなることがある。また、通過孔の開口部の直径が大
きすぎると、振動体も大きくする必要があり、この結果、湿式分散器も大型化してしまう
ことがある。また、振動体を大きくすると、振動体を振動させるために大きなエネルギー
を要するため、運転コストが高くなることがある。なお、通過孔の開口部の分散処理前混
合物の流れる方向に垂直な断面の形状が円形でない場合には、水力直径に換算して開口部
の直径を決定する。
【００４８】
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　本実施形態の湿式分散器における、振動体は、振動により、混合物通過板に区画形成さ
れた通過孔の内側面の一部と接触することが好ましい。
【００４９】
　本実施形態の湿式分散器における、振動体は、この振動体の一部が曲面であり、この曲
面が振動により、混合物通過板に区画形成された通過孔の内側面の少なくとも一部と接触
することが好ましい。そして、振動体の少なくとも一部の形状が球、楕円体、円錐、球の
一部、楕円体の一部、又は円錐台であり、これらの立体の曲面の少なくとも一部が、混合
物通過板に区画形成された通過孔の内側面の少なくとも一部と接触するようにすることが
更に好ましい。このように構成することにより、通過孔に対する振動体の配設位置に関す
る設計精度が高くない場合にも、振動体の曲面と、通過孔の内側面の少なくとも一部とを
安定的に接触させることができる。また、このように構成することにより、振動体の振動
の軸が一定でなくても（別言すれば、三次元的に振動体が振動しても）、振動体の曲面と
、通過孔の内側面の少なくとも一部とを安定的に接触させることができる。
【００５０】
　本実施形態の湿式分散器における、振動体は、振動体そのものがバイブレーター等で構
成されていてもよいし、バイブレーター等による振動が振動体に伝播し、振動するように
構成されたものであってもよい。また、分散処理前混合物を、本実施形態の湿式分散器に
送液する際に、脈動が発生する送液ポンプを用いてもよく、送液ポンプの脈動が、振動体
に伝播し、振動体が振動するように構成されたものであってもよい。
【００５１】
　本実施形態の湿式分散器においては、振動体を振動させる機構について、特に制限はな
いが、例えば、図２Ａ及び図２Ｂに示すような振動体を振動させる機構を好適に採用する
ことができる。
【００５２】
　図２Ａに示す振動体１９は、弾性体であるラバープレート３１と、ラバープレート３１
の第一の面Ｒ１と第二の面Ｒ２とを挟み込むように設けられたピストン３３と、ピストン
３３の下に配設された球状振動子３７と、バイブレーター３５とを有する振動体１９であ
る。このようなバイブレーター３５としては、供給エアーの圧力調整により振動調整が可
能である、ピストン振動機構のエアー式バイブレーター等を好適に用いることができる。
そして、当該振動体１９は、球状振動子３７の少なくとも一部が、通過孔９の開口周縁１
５、及び、混合物通過板１１の通過孔９を区画形成している内側面１７の少なくとも一部
と接触することと、非接触することを繰り返すように振動する。
【００５３】
　ここで、図２Ａに示すような振動体１９を採用する場合は、ピストン３３に球状振動子
保持凹み２０が形成されていることが好ましく、当該球状振動子保持凹み２０と通過孔９
を区画形成している内側面１７とで挟みこむように、球状振動子３７を配設することが好
ましい。このように構成すると、球状振動子３７は、球状振動子保持凹み２０の開口周縁
、及び球状振動子保持凹み２０を区画形成している内側面の少なくとも一部と接触するこ
とと、非接触することを繰り返すように振動するため、球状振動子保持凹み２０において
も、振動体１９の振動により混合物に複雑流れ場が生じる。
【００５４】
　図２Ｂに示す振動体１９は、弾性体であるラバープレート３１と、ラバープレート３１
の第一の面Ｒ１と第二の面Ｒ２とを挟み込むように設けられたピストン３３と、ピストン
３３の下に配設された振動子３８と、バイブレーター３５とを有する振動体１９である。
振動子３８は、その少なくとも一部の形状が、円錐又は円錐台である。以下、「振動子３
８における、その形状が、円錐又は円錐台の部分」のことを、「円錐状部分」ということ
がある。そして、当該振動体１９は、円錐状部分の側面の少なくとも一部が、通過孔９の
開口周縁１５、及び、混合物通過板１１の通過孔９を区画形成している内側面１７の少な
くとも一部と接触することと、非接触することを繰り返すように振動する。このように構
成されている場合には、流入口３における、分散処理前混合物の圧力変動を小さくするこ
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とができる。円錐状部分の形状は、円錐状部分の側面の少なくとも一部が、通過孔の開口
周縁１５、及び、混合物通過板１１の通過孔９を区画形成している内側面１７の少なくと
も一部と、線接触、又は、面接触するような形状であってもよい。また、円錐状部分の形
状は、円錐状部分の側面の少なくとも一部が、混合物通過板１１の通過孔９を区画形成し
ている内側面１７の少なくとも一部と面接触するような形状とすることもできる。このよ
うに構成されている場合にも、流入口３における、分散処理前混合物の圧力変動をより小
さくすることができる。
【００５５】
　図２Ｂに示すような振動体１９を採用し、円錐状部分の形状を、円錐状部分の側面の少
なくとも一部が、混合物通過板１１の通過孔９を区画形成している内側面１７の少なくと
も一部と面接触するような形状とする場合には、円錐状部分は、以下のように構成するこ
ともできる。即ち、円錐状部分は、円錐状部分の側面の少なくとも一部であり、且つ、混
合物通過板１１の通過孔９を区画形成している内側面１７の少なくとも一部と面接触する
部分に、溝を形成することもできる。溝は、例えば、円錐状部分の側面上の一点を始点と
し、円錐状部分の側面を通り、当該円錐状部分の側面上の一点を終点とするように形成す
ることができる。このような溝が形成されている場合には、混合物が溝を通過する際に、
混合物の流速が変化し、混合物に複雑流れ場が生じる。溝の幅、形状、数に特に制限はな
い。また、溝は、連続的に形成されていてもよいし、連続的に形成されていなくてもよく
、例えば、円錐状部分の側面上の一点を始点とし、円錐状部分の側面を通り、当該円錐状
部分の側面上の一点を終点とする点線となるように形成されていてもよい。
【００５６】
　本実施形態の湿式分散器における、分散処理前微粒子としての１次粒子は、粒子状物質
、又は繊維状物質を含むことが好ましい。また、１次粒子は、単結晶の結晶子、又は単結
晶に近い結晶子が集まったものであることが好ましく、メジアン径が１～５００ｎｍであ
ることが好ましい。凝集体は、メジアン径が１～５００ｎｍである１次粒子がファンデル
ワールス力やクーロン力等により、数個から数千個凝集したものであることが好ましい。
【００５７】
　本実施形態の湿式分散器は、分散処理前微粒子を、メジアン径１～５００ｎｍのナノ微
粒子（分散処理後微粒子）として、分散媒中（分散処理後混合物中）に分散させることが
できる。ナノ微粒子は、メジアン径が１～５００ｎｍの１次粒子、及び、メジアン径が１
～５００ｎｍの１次粒子が凝集したものであるメジアン径が１～５００ｎｍの凝集体であ
る。
【００５８】
　本実施形態の湿式分散器は、メジアン径が数百μｍ～数ｍｍの分散処理前微粒子を、メ
ジアン径が５００ｎｍ～１０μｍの分散処理後微粒子として、分散媒中（分散処理後混合
物中）に分散させることもできる。即ち、本実施形態の湿式分散器は、処理前の平均粒子
径（一次粒子が凝集した凝集粒子径）が大きい場合でも良好に分散させることができる。
一方、例えば、高圧ホモジナイザーは、処理前の粒子径が大きいと、流路に粒子が詰まり
運転できないことがある。このように、本実施形態の湿式分散器は、詰まりを起こさずに
分散処理前微粒子を分散させることができる。
【００５９】
　本実施形態の湿式分散器は、分散処理前微粒子が、ナノファイバーの凝集体である場合
に、ナノファイバーの凝集（絡み合い）の少なくとも一部を解離させ、繊維径が１～１０
０ｎｍであり、長さが繊維径の１００倍以上であるナノファイバーとして、分散媒中（分
散処理後混合物中）に分散させることもできる。
【００６０】
　また、本実施形態の湿式分散器は、乳化分散にも用いることができる。即ち、共に液体
である分散媒と分散質とを少なくとも含み、ホモジナイザー等で予め乳化処理された分散
処理前混合物を、例えば、分散質の液滴の平均粒子径が５０μｍ以下である分散質が分散
媒中に分散された、均一なエマルジョン（分散処理後混合物）とすることができる。なお
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、必ずしも予備乳化（予め乳化処理をすること）は必要ではなく、分散媒と分散質とを含
む液体を攪拌棒などで簡単に混ぜ合わせた状態のもの（この状態では、乳化はされていな
い）であっても、同様に均一なエマルジョンにすることができる。ここで、「分散質の液
滴」とは、その全表面が分散質と分散媒との界面である分散媒の液相を指す。乳化分散に
用いる場合としては、例えば、ラテックス粒子の合成が挙げられる。
【００６１】
　本実施形態の湿式分散器における振動体の振幅は、１μｍ～１０ｍｍであることが好ま
しい。振動体の振幅とは、混合物通過板に対して垂直な方向における振動体の振幅である
。また、振動体は、混合物通過板に対して垂直な方向と、垂直な２軸方向に振動してもよ
い。混合物通過板に対して垂直な方向と、垂直な２軸方向とは、混合物通過板に対して垂
直な方向をｘ軸としたときに、ｘ軸に垂直に交わるｙ軸と、ｘ軸とｙ軸との双方に垂直に
交わるｚ軸とのことである。
【００６２】
　本実施形態の湿式分散器における振動体の振動数は、０．１～１００００Ｈｚであるこ
とが好ましい。振動体の振動数とは、混合物通過板に対して垂直な方向における振動体の
振動数である。
【００６３】
　本実施形態の湿式分散器は、振動体の上流側に、予備分散手段を有することも好ましい
。予備分散手段を設けることで、混合物の流れを制御し、微粒子の分散度合を高めること
ができる。
【００６４】
　予備分散手段は、例えば、図３に示すように構成することができる。ここで、図３は、
本発明の湿式分散器を模式的に示す図であって、予備分散手段を更に含む湿式分散器の垂
直断面図であり、流路の一部を透視した図である。図３に示す予備分散手段は、以下のよ
うに構成されている。流路７は、混合物通過板１１が設けられた位置よりも流路７の上流
側に、その少なくとも一部が、通過孔９の開口周縁１５、及び、混合物通過板１１の通過
孔９を区画形成している内側面１７の少なくとも一部と接触するように設けられた予備分
散振動子４０を含んでいる。予備分散振動子４０の少なくとも一部の形状は、球、楕円体
、円錐、球の一部、楕円体の一部、又は円錐台であることが好ましく、これらの立体の曲
面の少なくとも一部が混合物通過板に区画形成された通過孔９の内側面１７の少なくとも
一部と接触することが好ましい。また、予備分散振動子４０は、上述の球状振動子、又は
振動子と同様に構成されていてもよい。本実施形態の湿式分散器は、図３に示すように、
予備分散振動子４０の下に、流路を狭めて分散処理前混合物の分散作用を促すリング状の
部材である分散リングを備えている。この分散リングには、分散処理前混合物が流れる貫
通孔などが形成されている。
【００６５】
　湿式分散器が、予備分散手段を更に含む場合には、混合物通過板は以下のように構成さ
れていることが好ましい。混合物通過板は、流路の上流側の面である第一の面と、流路の
下流側の面である第二の面とを有する。混合物通過板における、「第一の面の通過孔の開
口面積」よりも、第一の面から第二の面に向かう方向の一部において、通過孔の開口面積
が段階的に小さくなり、且つ、第一の面から第二の面に向かう方向の一部において、通過
孔の開口面積が段階的に大きくなっていてもよい。本態様としては、例えば、図７に示す
湿式分散器１ｃのように第一の面５１側及び第二の面５２側にそれぞれ段部５５が形成さ
れている場合などを挙げることができる。また、第一の面の通過孔の開口面積と、第二の
面の通過孔の開口面積は同じであっても異なっていてもよい。また、通過孔の形状は、「
オリフィス－逆オリフィス状」に区画形成されていてもよい。「オリフィス－逆オリフィ
ス状」とは、混合物通過板における第一の面から第二の面に向かう方向の一部において、
通過孔の開口面積が漸減し、且つ、第一の面から第二の面に向かう方向の一部において、
通過孔の開口面積が漸増する形状を指す。なお、図３においては、通過孔は、「オリフィ
ス－逆オリフィス状」に区画形成されている。図７に示す湿式分散器１ｃは、図３に示す
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湿式分散器１ｂの変形例を示しており、混合物通過板１１における通過孔（流路７）の形
状が異なる場合を示している。
【００６６】
　通過孔が、「「オリフィス－逆オリフィス状」に区画形成されている」場合、別言すれ
ば、「漏斗－逆漏斗状に区画形成されている」、又は、「逆円錐台－円錐台状に区画形成
されている」場合には、湿式分散器は、以下のように構成することもできる。即ち、通過
孔の内側面のうち、オリフィスに区画形成されている部分（即ち、漏斗状に区画形成され
ている部分、又は、逆円錐台状に区画形成されている部分）に、溝を形成することもでき
る。例えば、通過孔の内側面には、オリフィスに区画形成されている部分（即ち、漏斗状
に区画形成されている部分、又は、逆円錐台状に区画形成されている部分）の母線となる
ような溝を複数本形成してもよい。
【００６７】
　本実施形態の湿式分散器は、振動体の下流側に、超音波発生手段を有することも好まし
い。このような超音波発生手段を設けることで、分散処理後混合物中の分散処理後微粒子
の再凝集を防ぐことができる。分散処理後微粒子は、分散媒中で再凝集しやすい傾向があ
るが、このような超音波発生手段により分散処理後混合物に超音波による振動を与えると
、分散処理後微粒子の再凝集を抑制することができる。更に、分散処理後混合物中におい
て、分散が十分でない分散処理後微粒子が存在した場合にも、上記超音波発生手段により
、分散が十分でない分散処理後微粒子を十分に分散させることができる。超音波発生手段
は特に限定されるものではなく、公知の超音波発生手段を用いることができるが、超音波
発信部と、分散処理後混合物が流れる流路内に配置される超音波発生ホーンとを備えてい
ることが好ましい。また、超音波発信部は、発生する超音波を制御可能であることが好ま
しく、超音波の周波数が２０ｋＨｚ～１０ＭＨｚであることが好ましい。更に、超音波発
生手段により、分散処理後混合物に対して、十分に振動を与えるために、流路の超音波ホ
ーンが配置される領域には、流路が広径した空間部が設けられていることが好ましい。
【００６８】
　これまでに説明した、第一実施形態において好ましいとされる種々の構成は、特筆しな
い限り、以下で説明する第二実施形態及び第三実施形態においても好ましい構成である。
【００６９】
（第二実施形態）
　ここで、本発明の湿式分散器の第二実施形態について説明する。本発明の湿式分散器の
第二実施形態は、図４Ａ及び図４Ｂに示すような湿式分散器１ｂである。図４Ａは、本発
明の湿式分散器の第二実施形態を模式的に示す湿式分散器の垂直断面図であり、流路の一
部を透視した図である。図４Ｂは、図４Ａを、矢印Ｘの方向からみた平面図であり、流路
の一部を透視した図である。図４Ａ及び図４Ｂにおいて、第一実施形態の湿式分散器と同
様の構成要素については、同一の符号を付し、その説明を省略することがある。
【００７０】
　第二実施形態の湿式分散器１ｂにおける混合物通過板１１ｂは、２つ以上の通過孔９ｂ
が区画形成されている。そして、流路７は、２つ以上の通過孔９ｂのそれぞれと接触する
振動体１９ｂを有する、分散部１３を含んでいる。図４Ａ及び図４Ｂでは、第二実施形態
の湿式分散器１ｂにおける、混合物通過板１１ｂに３つの通過孔９ｂが区画形成されてお
り、流路７は３つの振動体１９ｂを有する分散部１３を含んでいる。湿式分散器１ｂが２
つ以上の通過孔９ｂを有する場合は、分散処理前混合物の処理量を増大することができる
。なお、図４Ａ及び図４Ｂにおいて、符号１５ｂは開口周縁（通過孔の開口周縁）を示し
、符号１７ｂは内側面（通過孔９ｂを区画形成している内側面）を示し、符号２０ｂは球
状振動子保持凹みを示す。また、符号３１ｂはラバープレート（振動体）を示し、符号３
３ｂはピストン（振動体）を示し、符号３５ｂはバイブレーター（振動体）を示し、符号
３７ｂは球状振動子（振動体）を示す。
【００７１】
　２つ以上の通過孔の形状はそれぞれ異なっていてもよいし、全て同じでもよいが、製造
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上の容易さ等の観点からすべて同じであることが好ましい。また、振動体の形状、及び数
は、振動体が、２つ以上の通過孔のそれぞれと接触するものであれば、特に制限はない。
２つ以上の通過孔と同数の振動体を設けてもよいし、２つ以上の通過孔の数よりも少ない
数の振動体を、２つ以上の通過孔の一部、又は全部と接触するように設けてもよい。例え
ば、混合物通過板に６つの通過孔を区画形成し、６つの通過孔のそれぞれに接触する６つ
の振動体を設けてもよく、６つの通過孔のうち、それぞれ２つの通過孔に接触する３つの
振動体を設けてもよく、６つの通過孔のすべてに接触する１つの振動体を設けてもよい。
２つ以上の振動体を設ける場合は、２つ以上の振動体の形状がそれぞれ異なっていてもよ
いし、全て同じでもよいが、製造上の容易、及び振動制御の容易さ等の観点からすべて同
じであることが好ましい。
【００７２】
　２つ以上の振動体を設ける場合は、２つ以上の振動体の振幅は、すべて異なっていても
よいし、すべて同じであってもよく、２つ以上の振動体の振動数も、すべて異なっていて
もよいし、すべて同じであってもよい。
【００７３】
（第三実施形態）
　次に、本発明の湿式分散器の第三実施形態について説明する。本発明の湿式分散器の第
三実施形態は、図８Ａ及び図８Ｂに示すような湿式分散器１ｄである。図８Ａは、本発明
の湿式分散器の第三実施形態を模式的に示す湿式分散器の垂直断面図であり、流路の一部
を透視した図である。図８Ｂは、上部ケーシング５７を透視して、分散処理前混合物の供
給方向から、図８Ａを見たときの平面図である。図８Ａ及び図８Ｂにおいて、第一実施形
態の湿式分散器と同様の構成要素については、同一の符号を付し、その説明を省略するこ
とがある。なお、図８Ａ中の矢印は、流体の流れを示している。
【００７４】
　第三実施形態の湿式分散器１ｄによれば、第一実施形態の湿式分散器や第二実施形態の
湿式分散器に比べて、得られる分散処理後混合物の平均粒子径を調整し易い。
【００７５】
　図８Ａ及び図８Ｂでは、第三実施形態の湿式分散器１ｄにおける、混合物通過板（ディ
スパージョンプレート）１１ｂに４つの通過孔９ｂが区画形成されており、流路７は４つ
の振動体（球状振動子３７ｂ）を有する分散部を含んでいる。第三実施形態の湿式分散器
１ｄは、下部ケーシング５６と、この下部ケーシング５６上に載置される上部ケーシング
５７とからなるケーシング本体６０を備え、このケーシング本体６０内には混合物通過板
１１ｂが配置されている。混合物通過板１１ｂに形成される４つの通過孔９ｂは、混合物
通過板１１ｂを上方から見たとき、その中心と各通過孔９ｂとを結ぶ直線のなす角度（時
計回りに隣り合う上記直線のなす角度）が９０度となるように配置されている。
【００７６】
　下部ケーシング５６には、混合物通過板１１ｂの４つの通過孔９ｂに対応する位置に４
つの貫通孔６２（図８Ｃ参照）が形成されており、この貫通孔６２内には、貫通孔６２と
嵌り合い且つ貫通孔６２の延びる方向に自在に可動し得るボールホルダー６５が配置され
ている。ボールホルダー６５は、一方の面側に球状振動子３７ｂを保持する凹みが形成さ
れている。
【００７７】
　ボールホルダー６５上には、球状振動子３７ｂが載置されており、ボールホルダー６５
は、皿バネ６６上に載置されている。このような構成を採用することにより、球状振動子
３７ｂに対してその上方から外力が加わると、球状振動子３７ｂは、ボールホルダー６５
とともに下方に押し下げられる。一方で、ボールホルダー６５は、皿バネ６６から押し戻
される力（上方からの外力とは反対の力）を受ける。そのため、球状振動子３７ｂに加え
られる外力の強さが随時変化することによって、球状振動子３７ｂが振動する。即ち、第
三実施形態の湿式分散器１ｄは、ボールホルダー６５及び球状振動子３７ｂが、皿バネ６
６によって保持されつつ、送液される分散処理前混合物の脈動（送液ポンプに起因する脈
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動）によって球状振動子３７ｂが上下に振動する。なお、本実施形態では、皿バネを用い
ているが、ボールホルダーを付勢して保持可能なものであれば特に制限はない。
【００７８】
　球状振動子３７ｂは、混合物通過板１１ｂに形成された通過孔９ｂの出口側（第二の面
側）の開口の全部を塞ぐようにこの開口に近づいたり、当該開口から遠ざかったりする。
この球状振動子３７ｂが通過孔９ｂの出口側の開口に近づいたとき、球状振動子３７ｂは
、当該開口の全部に接してこの開口を塞いでもよいし、また、当該開口の全部に接しなく
てもよい。なお、球状振動子３７ｂが上下に振動する度に、上記開口の全部に接してこの
開口を塞いでもよいし、不定期または定期的に当該開口に接してこの開口を塞ぐようにし
てもよい。即ち、球状振動子３７ｂが上記開口の全部を塞ぐようにこの開口に近づいたり
、遠ざかったりすることにより、複雑流れ場が生じて、分散媒中の微粒子を均一に分散で
きる。
【００７９】
　第三実施形態の湿式分散器１ｄは、上記のようなバネ機構を備えるものであり、図８Ｃ
は、上記バネ機構を分解した状態を示している。図８Ｃは、図８Ａにおける領域Ｐ１を拡
大して示している。上記のように、ボールホルダー６５は、複数枚が積層された皿バネ６
６上に載置され、この皿バネ６６は、下部ケーシング５６に形成された貫通孔に挿入され
た固定ボルト６８の先端に載置されている。この固定ボルト６８の先端の位置は、ナット
６９の位置を調節することにより決定することができる。このように固定ボルト６８の先
端の位置を調節することで、球状振動子３７ｂと通過孔９ｂの内側面１７との位置関係を
簡単に微調整することができる。
【００８０】
　また、第三実施形態の湿式分散器１ｄは、予備分散振動子４０を有している。この予備
分散振動子４０を有することで、分散処理前混合物の流れを整えることができ、分散媒中
の微粒子をより均一に分散させることができる。
【００８１】
　第三実施形態の湿式分散器において混合物通過板は、以下のように構成されていること
ができる。混合物通過板は、流路の上流側の面である第一の面と、流路の下流側の面であ
る第二の面とを有する。混合物通過板における、「第一の面の通過孔の開口面積」よりも
、第一の面から第二の面に向かう方向の一部において、通過孔の開口面積が段階的に小さ
くなり、且つ、第一の面から第二の面に向かう方向の一部において、通過孔の開口面積が
段階的に大きくなっていてもよい。図９Ａ～図９Ｈは、図８Ａにおいて球状振動子３７ｂ
が配置された領域Ｐ２を拡大して示している。通過孔（流路７）の形状は、図９Ａ～図９
Ｈに示すような形状とすることができる。
【００８２】
　また、通過孔の形状は、「オリフィス－逆オリフィス状」に区画形成されていてもよい
（図９Ａ、図９Ｂ参照）。「オリフィス－逆オリフィス状」とは、混合物通過板における
第一の面から第二の面に向かう方向の一部において、通過孔の開口面積が漸減し、且つ、
第一の面から第二の面に向かう方向の一部において、通過孔の開口面積が漸増する形状を
指す。なお、例えば、図９Ｃに示すように段部５５が形成されていてもよい。
【００８３】
　なお、湿式分散器１ｃの運転開始前（振動体を振動させる前）における球状振動子３７
ｂとオリフィス状の通過孔９ｂ（内側面１７）との位置は、特に制限はない。
【００８４】
　図９Ｂに示すように、オリフィス状の通過孔９ｂの中間の位置において、球状振動子３
７ｂとオリフィス状の通過孔９ｂとを接触させることができる。このような位置関係とす
ることで、送液圧力を高くしたときに、振動体に痕（溝）ができ難くなる。なお、振動体
に溝が彫られると、皿バネのたわみ量が変わり処理条件が変わってしまうという不具合が
ある。
【００８５】
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　２つ以上の通過孔の形状はそれぞれ異なっていてもよいし、全て同じでもよいが、製造
上の容易さ等の観点からすべて同じであることが好ましい。また、振動体の形状、及び数
は、振動体が、２つ以上の通過孔のそれぞれと接触するものであれば、特に制限はない。
２つ以上の通過孔と同数の振動体を設けてもよいし、２つ以上の通過孔の数よりも少ない
数の振動体を、２つ以上の通過孔の一部、又は全部と接触するように設けてもよい。例え
ば、混合物通過板に６つの通過孔を区画形成し、６つの通過孔のそれぞれに接触する６つ
の振動体を設けてもよく、６つの通過孔のうち、それぞれ２つの通過孔に接触する３つの
振動体を設けてもよく、６つの通過孔のすべてに接触する１つの振動体を設けてもよい。
２つ以上の振動体を設ける場合は、２つ以上の振動体の形状がそれぞれ異なっていてもよ
いし、全て同じでもよいが、製造上の容易、及び振動制御の容易さ等の観点からすべて同
じであることが好ましい。
【００８６】
　２つ以上の振動体を設ける場合は、２つ以上の振動体の振幅は、すべて異なっていても
よいし、すべて同じであってもよく、２つ以上の振動体の振動数も、すべて異なっていて
もよいし、すべて同じであってもよい。
【００８７】
　本発明の湿式分散器は、単に通過孔の数を増やすことで大型化することができる。つま
り、通過孔が、１個、１０個、１００個などのように様々であっても、得られる処理品の
質に差が無いため、スケールアップのリスクが生じ難くなる。ここで、機器のスケールア
ップは、産業用機械にとって大きな問題である。例えば、代表的なエマルション製造装置
である真空乳化装置は、研究開発用としての５Ｌ程度の容量の装置、小型試作用としての
５０～１００Ｌの装置、生産用としての５００～１０００Ｌの装置のように順次運転条件
を確認してスケールアップする必要がある。しかし、本発明の湿式分散器は、上記のよう
なスケールアップの手順を省略することができ、通過孔の数が１個の研究開発用の装置か
ら通過孔の数が１００個の生産用の装置に直接的にスケールアップすることができる。
【００８８】
（その他の構成）
　図５は、本発明の湿式分散器を用いた分散処理を模式的に示す、説明図である。図５に
示すように、本発明の湿式分散器１における、流入口３の前段には、分散処理前混合物を
貯留する貯留槽２１を設け、当該貯留槽２１と湿式分散器１とを、送液管２３で接続する
と共に、流入口３側に分散処理前混合物を供給する送液ポンプ２４等を接続してもよい。
また、貯留槽２１と流入口３との間に分散処理前混合物を撹拌する、混合物撹拌槽（図示
せず）を設けてもよく、更に分散処理前混合物中の空気を抜く空気抜き弁２５、及び圧力
計２７等を設けてもよい。また、流出口５の後段には、分散処理後混合物を回収する回収
槽２９を設け、当該回収槽２９と湿式分散器１とを、送液管２３で接続すると共に、流出
口５側に吸引ポンプ（図示せず）等を接続してもよい。更に、バイブレーターとして、供
給エアーの圧力調整による振動調整が可能である、ピストン振動機構のエアー式バイブレ
ーターを用いる場合には、バイブレーターに供給エアーを送り込むための空気送り込み管
３９や、圧力を調整する空気調整弁４１等を接続してもよい。
【００８９】
　本発明の湿式分散器は、例えば、微粒子の凝集状態によって、微粒子と分散媒とを少な
くとも含む混合物を、一の湿式分散器に対して、複数回通過させることも可能である。分
散処理前微粒子、及び分散媒の物性にもよるが、本発明の湿式分散器を１回通過（１パス
）させた分散処理後混合物を、更に複数回、本発明の湿式分散器を通過（２パス、３パス
・・・ｎパス　ｎ：正の整数）させることにより、微粒子の粒子径、及び粒子径分布を制
御し、分散度合を高めることができる。また、本発明の湿式分散器は、複数個の湿式分散
器を、直列につなげて使用するようにすることでも、同様の効果を得ることが可能である
。即ち、混合物は、第一の湿式分散器、第二の湿式分散器、第三の湿式分散器の順に直列
につながった各々の湿式分散器を通過する。直列につなげた湿式分散器どうしの間には、
適宜、貯留槽等を設けてもよい。また、本発明の湿式分散器は、複数個の湿式分散器を、
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並列に並べることにより、多量の混合物を処理する等、種々の設計が可能である。
【００９０】
（混合物）
　本発明における湿式分散器において、分散処理をする前の「混合物」とは、主に、１次
粒子、及び凝集体（なお、凝集体には弱く固結された固結微粒子も含む）からなる群から
選択される少なくとも一種の微粒子と、分散媒とを少なくとも含むものとして構成される
。即ち、当該「混合物」には、（１）１次粒子と分散媒とを少なくとも含むもの、（２）
凝集体と分散媒とを少なくとも含むもの、（３）１次粒子及び凝集体と、分散媒とを少な
くとも含むもの、が含まれる。したがって、本明細書における、「１次粒子、及び凝集体
からなる群から選択される少なくとも１種の微粒子」とは、（１’）１次粒子、（２’）
凝集体、（３’）１次粒子及び凝集体、のいずれかに当てはまるものとなる。
【００９１】
　なお、上記「混合物」は、微粒子、分散媒の他に、分散処理で用いられる公知の添加剤
等を含むものであってもよく、例えば、界面活性剤、帯電制御剤等の分散処理後微粒子の
分散安定剤等を含むものであってもよい。
【００９２】
　また、本発明の湿式分散器を利用して分散される微粒子の、分散媒に含まれる割合（体
積比、質量比等）は、特に限定されるものではなく、分散処理前微粒子の粒子径、求める
分散処理後微粒子の粒子径、及び粒子径分布、並びに、分散処理後微粒子の用途等に応じ
て適宜決定される。
【００９３】
　なお、本発明におけるメジアン径は、（株）堀場製作所製　レーザ回折／散乱式粒子径
分布測定装置　ＬＡ－９６０により測定した値である。
【００９４】
（分散質）
　混合物に含まれる分散処理前微粒子の材質は、特に制限はない。分散処理に用いられる
公知の分散質を分散処理前微粒子として用いてもよく、例えば、シリカ、ジルコニア、ア
ルミナ、チタニア、酸化亜鉛等を用いることができる。また、本発明の湿式分散器により
、分散処理をする前の微粒子と、分散処理をした後の微粒子とにおいて、微粒子の材質が
変化することはない。即ち、分散処理をする前の微粒子と、分散処理をした後の微粒子は
、メジアン径、繊維径、及び繊維の長さが異なるだけであり、微粒子を構成する元素は、
化学反応しない。
【００９５】
（分散媒）
　混合物中に含まれる分散媒に、特に制限はない。分散処理に用いられる公知の分散媒を
も用いてもよく、例えば、水、エチルアルコール、メチルアルコール、ヘキサン、ベンゼ
ン、トルエン、塩化メチレン等を用いることができる。
【００９６】
　混合物は、上述したような分散質である微粒子と、分散媒とを所定の混合比で混合する
ことにより得ることができる。混合物には、界面活性剤、帯電制御剤等の分散処理後微粒
子の分散安定剤等を添加してもよい。このようにして得られた分散処理前微粒子と分散媒
とを少なくとも含む混合物は、本発明の湿式分散器に送液され、分散処理される。
【実施例】
【００９７】
　以下、本発明を実施例によって更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によ
って限定されるものではない。
【００９８】
（実施例１）
　図１Ａ～図１Ｃに示されるような湿式分散器１を用いるとともに、凝集粒子（アモルフ
ァス状のフュームドシリカ）を、分散媒中に予め混合したサンプル（分散処理前混合物）
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を用い、分散処理前と分散処理後の混合物の分散媒中における分散状態を確認する実験を
行った。
【００９９】
　具体的には、図５に示されるように、サンプル（分散処理前混合物）が貯留されている
貯留槽２１から、湿式分散器１へ分散処理前混合物を送液できるように、送液管２３で接
続し、当該貯留槽２１と湿式分散器１の間に、送液ポンプ２４を配置した。
【０１００】
　送液ポンプは、（有）エルテックス製　８８４３－Ｓ型を使用した。送液ポンプの混合
物（混合液）の送液量は２２．５０ｋｇ／時間となるようにセッティングし、送液管は、
４ｍｍの径のものを使用した。また、振動体の振動数は、５５Ｈｚとした。
【０１０１】
　湿式分散器としては、図１Ａ～図１Ｃに示すような、大川原化工機（株）製の分散モデ
ル（湿式分散器１）を使用した。当該湿式分散器は、流路と、混合物通過板と、を備え、
流路は、混合物通過板が設けられた位置よりも流路の下流側に、振動により、その少なく
とも一部が、通過孔の開口周縁、及び、混合物通過板の通過孔を区画形成している内側面
の少なくとも一部と接触するように設けられた振動体を有する分散部を含むものである。
また、振動体は、球状振動子を有するものであった。
【０１０２】
　サンプルとしては、分散処理前の凝集粒子として、（株）トクヤマ製　ＲＥＯＬＯＳＩ
Ｌ　ＱＳ－１０２を用い、分散媒として、純水を用いた。サンプルの調整は、純水に凝集
粒子（アモルファス状のフュームドシリカ）が５質量％含まれるように、純水に対して、
スパチュラで撹拌することにより、凝集粒子（アモルファス状のフュームドシリカ）を懸
濁させた。次に、プライミクス（株）製　ＨＯＭＯＭＩＸＥＲ　ＭＡＲＫ　ＩＩ　２．５
型を用いて、１２０００ｒｐｍの回転数で、１分間撹拌した。
【０１０３】
　上記のように構成した湿式分散器により分散処理する前の混合物と、分散処理した後の
混合物について、分散媒中に分散している微粒子の粒子径と粒子径分布について、（株）
堀場製作所製　レーザ回折／散乱式粒子径分布測定装置　ＬＡ－９６０を用いて測定した
。なお、分散処理後微粒子の粒子径測定レンジは、０．０１～５０００μｍであり、バッ
チセルの容量は１５ｍｌとした。分散処理後微粒子の粒子径は、ミー散乱理論により求め
た。分散処理した後の微粒子については、湿式分散器を１回通過させた１パス後の微粒子
について評価した。また、測定した微粒子の粒子径分布より、測定した微粒子のメジアン
径と、累積９０％径の値Ｄ９０と、累積１０％径の値Ｄ１０とを求めた。実施例１の湿式
分散器により分散処理された後の微粒子のメジアン径は１４４ｎｍであり、累積９０％径
の値Ｄ９０は２１６ｎｍであり、累積１０％径の値Ｄ１０は９１ｎｍであった。更に、累
積９０％径の値Ｄ９０を、累積１０％径の値Ｄ１０で除した値である、Ｄ９０／Ｄ１０を
求めた。実施例１の湿式分散器により分散処理された後の微粒子のＤ９０／Ｄ１０は、２
．３７であった。なお、微粒子のメジアン径が小さく、且つ、Ｄ９０／Ｄ１０の値が小さ
いほど、分散処理後の微粒子の分散度合が高いことを意味する。結果を図６及び表１に示
す。なお、図６において、実施例１の微粒子の粒子径分布を破線で示す。
【０１０４】
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【表１】

【０１０５】
（実施例２）
　図３に示されるような湿式分散器１を用いて、なたね油を水中に乳化分散させて均一な
エマルジョン（分散処理後混合物）とすることを確認する実験を行った。
【０１０６】
　具体的には、図５に示されるように、サンプル（分散処理前混合物）が貯留されている
貯留槽２１から、湿式分散器１へ分散処理前混合物を送液できるように、送液管２３で接
続し、当該貯留槽２１と湿式分散器１の間に、送液ポンプ２４を配置した。
【０１０７】
　送液ポンプは、（有）エルテックス製　８８４３－Ｓ型を使用した。送液ポンプの混合
物（混合液）の送液量は１８ｋｇ／時間（３００ｍＬ／分）で送液圧力が１５ＭＰａとな
るようにセッティングし、送液管は、４ｍｍの径のものを使用した。また、振動体の振動
数は、３Ｈｚとした。また、サンプルの液温は８０℃とした。
【０１０８】
　湿式分散器としては、図３に示すような、大川原化工機（株）製の分散モデル（湿式分
散器１）を使用した。当該湿式分散器は、流路と、混合物通過板と、を備え、流路は、混
合物通過板が設けられた位置よりも流路の下流側に、振動により、その少なくとも一部が
、通過孔の開口周縁、及び、混合物通過板の通過孔を区画形成している内側面の少なくと
も一部と接触するように設けられた振動体を有する分散部を含むものである。また、振動
体は、球状振動子を有するものであった。
【０１０９】
　サンプルは、なたね油：ラウリル硫酸ナトリウム０．０１ｍｏｌ／Ｌ水溶液（５：９５
）を用い、この水溶液についてホモミキサーによる前処理を行わない状態のものを使用し
た。
【０１１０】
　上記のように構成した湿式分散器により分散処理する前の混合物と、分散処理した後の
混合物について、分散媒中に分散している微粒子の粒子径と粒子径分布について、実施例
１と同様に、（株）堀場製作所製　レーザ回折／散乱式粒子径分布測定装置　ＬＡ－９６
０を用いて測定した。
【０１１１】
　なお、図１０には、実施例２において、１回分散処理した後の微粒子の粒子径分布と、
５、１０、４０回のように複数回湿式分散器を通過させて分散処理した後の微粒子の各粒
子径分布とを示す。図１０の結果からすれば、均一なエマルジョン（分散処理後混合物）
が得られることが分かる。また、湿式分散器を通過させる回数によって微粒子の平均粒子
径を順次小さくすることができる。なお、表１中、実施例２における「振動体」の「２つ
」は、予備振動体を含むことを意味する。
【０１１２】
（比較例１）
　湿式分散器で分散処理をしない混合物（サンプル）について、実施例１と同様の評価を
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行った。湿式分散器で分散処理をしない微粒子のメジアン径は１８１ｎｍであり、累積９
０％径の値Ｄ９０は２１．８４８μｍであり、累積１０％径の値Ｄ１０は１０２ｎｍであ
り、Ｄ９０／Ｄ１０は、２１４．２０であった。結果を図６及び表１に示す。なお、図６
において、比較例１の微粒子の粒子径分布を実線で示す。
【０１１３】
（結果）
　本発明の湿式分散器により分散処理された分散処理後微粒子のメジアン径は、分散処理
前微粒子のメジアン径に比して０．８倍小さかった。また、本発明の湿式分散器により分
散した分散処理後微粒子のＤ９０／Ｄ１０の値は、分散処理前微粒子のＤ９０／Ｄ１０の
値に比して９０倍大きかった。このため、本発明の湿式分散器により分散処理された分散
処理後微粒子の分散度合は、本発明の湿式分散器により分散処理されていない分散処理後
微粒子よりも良好であった。
【０１１４】
（考察）
　上記結果から、本発明の湿式分散器は、分散処理前微粒子を、メジアン径１～５００ｎ
ｍの分散処理後微粒子として、分散媒中に、分散度合が高い状態で分散させることができ
ることが分かった。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　本発明は、コンタミネーション（異物混入）がほとんどなく、短時間で微粒子を均一に
分散させることができ、省エネルギー・省スペースで運転できる湿式分散器として、種々
の微粒子の分散に用いることができる。
【符号の説明】
【０１１６】
１，１ｂ，１ｃ，１ｄ：湿式分散器、３：流入口、５：流出口、７：流路、９，９ｂ：通
過孔、１１，１１ｂ：混合物通過板、１３：分散部、１５，１５ｂ：開口周縁（通過孔の
開口周縁）、１７，１７ｂ：内側面（通過孔を区画形成している内側面）、１９，１９ｂ
：振動体、２０，２０ｂ：球状振動子保持凹み、２１：貯留槽、２３：送液管、２４：送
液ポンプ、２５：空気抜き弁、２７：圧力計、２９：回収槽、３１，３１ｂ：ラバープレ
ート、３３，３３ｂ：ピストン、３５，３５ｂ：バイブレーター、３７，３７ｂ：球状振
動子、３８：振動子、３９：空気送り込み管、４０：予備分散振動子、４１：空気調整弁
、５１：第一の面、５２：第二の面、５５：段部、５６：下部ケーシング、５７：上部ケ
ーシング、６０：ケーシング本体、６２：貫通孔、６５：ボールホルダー、６６：皿バネ
、６８：固定ボルト、６９：ナット、Ｒ１：ラバープレートの第一の面、Ｒ２：ラバープ
レートの第二の面、Ｆ：矢印（混合物の流れる方向）。
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【図４Ｂ】 【図５】

【図６】 【図７】



(24) JP 6837666 B2 2021.3.3

【図８Ａ】
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【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】

【図９Ｄ】
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